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と
す
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別
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消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
一
条
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
省
所
管
事
業
分
野
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
対
応
指

針
（
平
成
二
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改 正 後 改 正 前

第１ 趣旨  

１ 障害者差別解消法の制定の背景及び経過  

我が国は、平成 1 9 年に障害者の権利に関する条約

（以下「権利条約」という。）に署名して以来、障害

者基本法（昭和 4 5 年法律第 8 4 号）の改正をはじめ

とする国内法の整備等を進めてきた。  

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（平成 2 5 年法律第 6 5 号。以下「法」という。）

は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化

するものであり、全ての国民が、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者

差別の解消を推進することを目的として、平成２５

年に制定された。  

 また、令和３年６月には、事業者による合理的配

慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の

連携の強化を図るほか、相談体制の充実や事例の収

集・提供の確保など障害を理由とする差別を解消す

るための支援措置の強化を内容とする障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律の一部を改正す

る法律（令和３年法律第 5 6 号）が公布された。  

２ 法の基本的な考え方

(１) 法の対象となる障害者は、法第２条第１号に規定

する障害者、すなわち、身体障害、知的障害、精神

障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）その

他の心身の機能の障害（難病等に起因する障害を含

む。以下「障害」と総称する。）がある者であっ

て、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又

は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもので

ある。

第１ 趣旨  

１ 障害者差別解消法の制定の経緯  

我が国は、平成 1 9 年に障害者の権利に関する条約

（以下「権利条約」という。）に署名して以来、障害

者基本法（昭和 4 5 年法律第 8 4 号）の改正をはじめと

する国内法の整備等を進めてきた。  

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（平成 2 5 年法律第 6 5 号。以下「法」という。）は、

障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するも

のであり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を

推進することを目的として、平成 2 5 年に制定された。

２ 法の基本的な考え方

(１) 法の対象となる障害者は、障害者基本法第２条第

１号に規定する障害者、すなわち、身体障害、知的

障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身

の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある

者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日

常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ

るものである。
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これは、障害者基本法第２条第１号に規定する障

害者の定義と同様であり、障害者が日常生活又は社

会生活において受ける制限は、障害のみに起因する

ものではなく、社会における様々な障壁と相対する

ことによって生ずるものとのいわゆる「社会モデ

ル」の考え方を踏まえている。

したがって、法が対象とする障害者の該当性は、

当該者の状況等に応じて個別に判断されることとな

り、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない。  

(２) [略 ]

３ 本指針の位置付け

本指針は、法第 1 1 条第１項の規定に基づき、ま

た、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基

本方針（令和５年３月 1 4 日閣議決定。以下「基本方

針」という。）に即して、法第８条に規定する事項

に関し、文部科学省が所管する分野における事業者

（以下「関係事業者」という。）が適切に対応する

ために必要な事項を定めたものである。

なお、事業者とは、商業その他の事業を行う者

（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立

行政法人を除く。）、すなわち、目的の営利・非営

利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継

続する意思をもって行う者をいい、個人事業者や対

価を得ない無報酬の事業を行う者、学校法人、宗教

法人、非営利事業を行う社会福祉法人及び特定非営

利活動法人なども含まれる。また、主たる事業に付

随する事業も法の「事業」に該当し、例えば、学校

法人が設置する大学医学部の附属病院や宗教法人が

設置する博物館等についても、本指針が適用され

る。このほか、本指針で使用する用語は、法第２条

及び基本方針に定める定義に従う。  

これは、障害者が日常生活又は社会生活において受

ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会

における様々な障壁と相対することによって生ずるも

のとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえてい

る。  

  したがって、法が対象とする障害者は、いわゆる障

害者手帳の所持者に限られない。なお、難病に起因す

る障害は心身の機能の障害に含まれ、高次脳機能障害

は精神障害に含まれる。  

(２) [同左 ]

３ 本指針の位置付け

本指針は、法第 1 1 条第１項の規定に基づき、また、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

（平成 2 7 年２月 2 4 日閣議決定。以下「基本方針」と

いう。）に即して、法第８条に規定する事項に関し、

文部科学省が所管する分野における事業者（以下「関

係事業者」という。）が適切に対応するために必要な

事項を定めたものである。

なお、事業者とは、商業その他の事業を行う者

（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。）、すなわち、目的の営利・非営利、

個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する

意思をもって行う者であり、個人事業者や対価を得な

い無報酬の事業を行う者、学校法人、宗教法人、非営

利事業を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人を

含む。なお、主たる事業に付随する事業、例えば、学

校法人が設置する大学医学部の附属病院や宗教法人が

設置する博物館等も、本指針の対象となる。このほ

か、本指針で使用する用語は、法第２条及び基本方針

に定める定義に従う。  
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また、本指針は、法施行後の具体的な相談事例や

裁判例の集積等を踏まえ、必要に応じ見直しを行う

ものとする。  

４ 留意点

本指針で「望ましい」と記載している内容は、関

係事業者がそれに従わない場合であっても、法に反

すると判断されることはないが、障害者基本法の基

本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り

組むことが望まれることを意味する。

なお、関係事業者における障害を理由とする差別

の解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各関

係事業者により自主的に取組が行われることが期待

されるが、自主的な取組のみによってはその適切な

履行が確保されず、関係事業者が法に反した取扱い

を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難で

ある場合など特に必要があると認めるときは、法第

1 2 条の規定により、文部科学大臣は、関係事業者に

対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を

することができることとされている。  

こうした行政措置に至る事案を未然に防止するた

め、文部科学大臣は、関係事業者に対して、本指針

に係る十分な情報提供を行うとともに、関係事業者

からの照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積

極的に行う必要があることから、文部科学省におい

ては、第５のとおり、相談窓口を設置することとす

る。  

第２  障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配

慮の基本的な考え方  

１ 不当な差別的取扱い

(１) [略 ]

ア 法が禁止する障害者の権利利益の侵害とは、障

また、本指針は、法附則第７条の規定又は法の附帯

決議に基づいて行われる法の見直し、法施行後の具体

的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、必要に応じ

見直しを行うものとする。  

４ 留意点

本指針で「望ましい」と記載している内容は、関係

事業者がそれに従わない場合であっても、法に反する

と判断されることはないが、障害者基本法の基本的な

理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むこと

が望まれることを意味する。

なお、関係事業者における障害者差別解消に向けた

取組は、本指針を参考にして、各関係事業者により自

主的に取組が行われることが期待されるが、自主的な

取組のみによってはその適切な履行が確保されず、関

係事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改

善を期待することが困難である場合などは、法第 1 2 条

の規定により、文部科学大臣は、特に必要があると認

められるときは、関係事業者に対し、報告を求め、又

は助言、指導若しくは勧告をすることができることと

されている。

こうした行政措置に至る事案を未然に防止するた

め、文部科学大臣は、関係事業者に対して、本指針に

係る十分な情報提供を行うとともに、関係事業者から

の照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に

行う必要があることから、文部科学省においては、第

５のとおり、相談窓口を設置することとする。  

第２ 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方

１ 不当な差別的取扱い

(１) [同左 ]

ア 法が禁止する障害者の権利利益の侵害とは、障
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害者に対して、正当な理由なく、障害を理由とし

て、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又

は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、

障害者でない者に対しては付さない条件を付すこ

となどによる権利利益の侵害である。  

 なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利

用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するた

めの手段の利用等を理由として行われる不当な差

別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取

扱いに該当する。  

 また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達

成するために必要な特別の措置は、法第８条第１

項に規定する不当な差別的取扱いではない。  

イ [略 ]

(２) 正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障

害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を

拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の

下に行われたものであり、その目的に照らしてやむ

を得ない場合である。関係事業者においては、正当

な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごと

に、障害者、関係事業者、第三者の権利利益（例：

安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能

の維持、損害発生の防止等）の観点から、具体的場

面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが

必要である。個別の事案ごとに具体的場面や状況に

応じた検討を行うことなく、抽象的に事故の危惧が

ある、危険が想定されるなどの一般的・抽象的な理

由に基づいて、財・サービスや各種機会の提供を拒

否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限

する、障害者でない者に対しては付さない条件を付

すなど障害者を不利に扱うことは、法の趣旨を損な

害者に対して、正当な理由なく、障害を理由とし

て、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又

は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、

障害者でない者に対しては付さない条件を付すこ

となどによる権利利益の侵害である。  

 なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達

成するために必要な特別の措置は、法第８条第１

項に規定する不当な差別的取扱い（以下単に「不

当な差別的取扱い」という。）ではない。  

イ [同左 ]

(２) 正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障

害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を

拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の

下に行われたものであり、その目的に照らしてやむ

を得ない場合である。関係事業者においては、正当

な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごと

に、障害者、関係事業者、第三者の権利利益（例：

安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能

の維持、損害発生の防止等）の観点から、具体的場

面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが

必要である。個別の事案ごとに具体的場面や状況に

応じた検討を行うことなく、抽象的に事故の危惧が

ある、危険が想定されるなどの一般的・抽象的な理

由に基づいて、財・サービスや各種機会の提供を拒

否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限

する、障害者でない者に対しては付さない条件を付

すなど障害者を不利に扱うことは、法の趣旨を損な
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うため、適当ではない。

関係事業者は、個別の事案ごとに具体的な検討を

行った上で正当な理由があると判断した場合には、

障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解

を得るよう努めることが望ましい。その際、関係事

業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重

しながら相互理解を図ることが求められる。  

(３) 不当な差別的取扱いの例

正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当す

ると考えられる例及び正当な理由があるため、不当

な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は別紙

１のとおりである。

なお、記載されている内容はあくまでも例示であ

り、これらの例だけに限られるものではないこと、

正当な理由に相当するか否かについては、個別の事

案ごとに、前述の観点等を踏まえて判断することが

必要であること、正当な理由があり不当な差別的取

扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提

供を求められる場合には別途の検討が必要であるこ

とに留意する。  

２ 合理的配慮

(１) 合理的配慮の基本的な考え方

関係事業者は、法第８条第２項の規定のとおり、

その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障

壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合において、その実施に伴う負担が過重でないと

きは、障害者の権利利益を侵害することとならない

よう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応

じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合

理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）をしな

ければならない。  

ア 権利条約第２条において、「合理的配慮」は、

うため、適当ではない。

関係事業者は、個別の事案ごとに具体的な検討を

行った上で正当な理由があると判断した場合には、

障害者にその理由を説明するものとし、理解を得る

よう努めることが望ましい。  

(３) 不当な差別的取扱いの具体例

不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は別紙１

のとおりである。

 なお、１ (２)で示したとおり、不当な差別的取扱い

に相当するか否かについては、個別の事案ごとに判

断されることとなる。また、別紙１に記載されてい

る具体例については、正当な理由が存在しないこと

を前提としていること、さらに、それらはあくまで

も例示であり、記載されている具体例だけに限られ

るものではないことに留意する必要がある。  

２ 合理的配慮

(１) 合理的配慮の基本的な考え方

関係事業者は、法第８条第２項の規定のとおり、

その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障

壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合において、その実施に伴う負担が過重でないと

きは、障害者の権利利益を侵害することとならない

よう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応

じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合

理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）をする

ように努めなければならない。  

ア 権利条約第２条において、「合理的配慮」は、
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「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人

権及び基本的自由を享有し、又は行使することを

確保するための必要かつ適当な変更及び調整であ

って、特定の場合において必要とされるものであ

り、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さな

いもの」と定義されている。  

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏

まえ、事業者に対し、その事業を行うに当たり、

個々の場面において、障害者から現に社会的障壁

の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、社会的障壁の除去の実施について、合

理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮

は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因する

ものではなく、社会における様々な障壁と相対す

ることによって生ずるものとのいわゆる「社会モ

デル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の

権利利益を侵害することとならないよう、障害者

が個々の場面において必要としている社会的障壁

を除去するための必要かつ合理的な取組であり、

その実施に伴う負担が過重でないものである。  

 これまで事業者による合理的配慮の提供は努力

義務とされていたが、令和３年の法改正により、

法的義務へと改められた。関係事業者において

は、合理的配慮の提供の義務化を契機として、本

指針に基づき、合理的配慮の必要性につき一層認

識を深めることが求められる。  

イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去

が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、

多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が

現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除

「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人

権及び基本的自由を享有し、又は行使することを

確保するための必要かつ適当な変更及び調整であ

って、特定の場合において必要とされるものであ

り、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さな

いもの」と定義されている。  

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏

まえ、事業者に対し、その事業を行うに当たり、

個々の場面において、障害者から現に社会的障壁

の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、社会的障壁の除去の実施について、合

理的配慮に努めなければならないとしている。合

理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに

起因するものではなく、社会における様々な障壁

と相対することによって生ずるものという、いわ

ゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであ

り、障害者の権利利益を侵害することとならない

よう、障害者が個々の場面において必要としてい

る社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な

取組であり、その実施に伴う負担が過重でないも

のである。  

合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機

能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付

随するものに限られること、障害者でない者との

比較において同等の機会の提供を受けるためのも

のであること及び事業の目的・内容・機能の本質

的な変更には及ばないことに留意する必要があ

る。  

イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去

が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、

多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が

現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除
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去のための手段及び方法について、２ (２)で示す

「過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を

考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対

話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範

囲で、柔軟に対応がなされる必要がある。さら

に、合理的配慮の内容は、２ (４)で示す「環境の整

備」に係る状況や技術の進展、社会情勢の変化等

に応じて変わり得るものである。障害の状態等が

変化することもあるため、特に、障害者との関係

性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配

慮について、適宜、見直しを行うことが重要であ

る。加えて、合理的配慮の提供に当たっては、障

害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、

特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女

性であることも踏まえた対応が求められることに

留意する。

 合理的配慮は、関係事業者の事業の目的・内

容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業

務に付随するものに限られること、障害者でない

者との比較において同等の機会の提供を受けるた

めのものであること、事業の目的・内容・機能の

本質的な変更には及ばないことに留意する必要が

ある。  

 建設的対話に当たっては、障害者にとっての社

会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対

応案を障害者と関係事業者が共に考えていくため

に、双方がお互いの状況の理解に努めることが重

要である。例えば、障害者本人が社会的障壁の除

去のために普段講じている対策や、関係事業者が

対応可能な取組等を対話の中で共有する等、建設

的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を

柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると

考えられる。  

ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面におい

去のための手段及び方法について、２ (２)で示す

「過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を

考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対

話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範

囲で、柔軟に対応がなされるものである。さら

に、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢

の変化等に応じて変わり得るものである。合理的

配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、

状態等に配慮するものとする。  

なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込

まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合

等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後

述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・

長期的なコストの削減・効率化につながる可能性が

ある点は重要であることから、環境の整備に取り組

むことを積極的に検討することが望ましい。  

ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面におい
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て、社会的障壁の除去に関する配慮を必要として

いる状況にあることを言語（手話を含む。）のほ

か、点字、拡大文字、筆談、実物の提示、身振り

サイン等による合図、触覚による意思伝達など、

障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必

要な手段（通訳を介するものを含む。）により伝

えられる。

また、意思の表明には、障害者からの意思の表

明のみでなく、障害の特性等により本人の意思の

表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者、

法定代理人その他意思の表明に関わる支援者等、

コミュニケーションを支援する者が本人を補佐し

て行う意思の表明も含む。

なお、意思の表明が困難な障害者が家族やコミ

ュニケーションを支援する者を伴っておらず、本

人の意思の表明もコミュニケーションを支援する

者が本人を補佐して行う意思の表明も困難である

ことなどにより、意思の表明がない場合であって

も、当該障害者が社会的障壁の除去を必要として

いることが明白である場合には、法の趣旨に鑑

み、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提

案するために建設的対話を働きかけるなど、自主

的な取組に努めることが望ましい。  

[エを削る。 ]

て、社会的障壁の除去に関する配慮を必要として

いる状況にあることを言語（手話を含む。）のほ

か、点字、拡大文字、筆談、実物の提示、身振り

サイン等による合図、触覚による意思伝達など、

障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必

要な手段（通訳を介するものを含む。）により伝

えられる。

 また、意思の表明には、障害者からの意思の表

明のみでなく、知的障害や精神障害（発達障害を

含む。）等により本人の意思の表明が困難な場合

には、障害者の家族、介助者、法定代理人その他

意思の表明に関わる支援者等、コミュニケーショ

ンを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明

も含む。

 なお、意思の表明が困難な障害者が家族やコミ

ュニケーションを支援する者を伴っておらず、本

人の意思の表明もコミュニケーションを支援する

者が本人を補佐して行う意思の表明も困難である

ことなどにより、意思の表明がない場合であって

も、当該障害者が社会的障壁の除去を必要として

いることが明白である場合には、法の趣旨に鑑

み、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提

案するために建設的対話を働きかけるなど、自主

的な取組に努めることが望ましい。  

エ 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前

に行われる建築物のバリアフリー化、介助者や日

常生活・学習活動などの支援を行う支援員等の人

的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の

整備を基礎として、個々の障害者に対して、その

状況に応じて個別に実施される措置である。した

がって、各場面における環境の整備の状況によ

り、合理的配慮の内容は異なることとなる。ま

た、障害の状態等が変化することもあるため、特

に、障害者との関係性が長期にわたる場合等に

9



エ [略 ]

[カを削る。 ]

 さらに、文部科学省所管事業分野のうち教育分

野については、教育基本法（平成 1 8 年法律第

1 2 0 号）や障害者との関係性が長期にわたるなど

固有の特徴を有すること等を踏まえて、スポーツ

分野についてはスポーツ基本法（平成 2 3 年法律

第 7 8 号）等を踏まえて、文化芸術分野について

は文化芸術基本法（平成 1 3 年法律第 1 4 8 号）等

を踏まえて、各分野の特に留意すべき点を別紙２

のとおり示す。  

(２) 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、関係事業者において、個

別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場

面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが

必要である。個別の事案ごとに具体的場面や状況に

応じた検討を行うことなく、一般的・抽象的な理由

に基づいて過重な負担に当たると判断することは、

法の趣旨を損なうため、適当ではない。関係事業者

は、個別の事案ごとに具体的な検討を行った上で過

重な負担に当たると判断した場合には、障害者にそ

の理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう

努めることが望ましい。その際には前述のとおり、

関係事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場

を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図

り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討する

ことが求められる。  

①～⑤  [略 ]  

は、提供する合理的配慮について、適宜、見直し

を行うことが重要である。  

オ [同左 ]

カ 同種の事業が行政機関等と事業者の双方で行わ

れる場合には、事業の類似性を踏まえつつ、事業

主体の違いも考慮した上での対応に努めることが

望ましい。

 さらに、文部科学省所管事業分野のうち学校教

育分野については、障害者との関係性が長期にわ

たるなど固有の特徴を有することから、また、ス

ポーツ分野についてはスポーツ基本法（平成 2 3

年法律第 7 8 号）等を踏まえて、文化芸術分野に

ついては文化芸術振興基本法（平成 1 3 年法律第

1 4 8 号）等を踏まえて、各分野の特に留意すべき

点を別紙２のとおり示す。  

(２) 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、関係事業者において、個

別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場

面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが

必要である。個別の事案ごとに具体的場面や状況に

応じた検討を行うことなく、一般的・抽象的な理由

に基づいて過重な負担に当たると判断することは、

法の趣旨を損なうため、適当ではない。関係事業者

は、個別の事案ごとに具体的な検討を行った上で過

重な負担に当たると判断した場合には、障害者にそ

の理由を説明するものとし、理解を得るよう努める

ことが望ましい。  

①～⑤ [同左 ]
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(３) 合理的配慮の例

合理的配慮の例は別紙１のとおりである。

なお、２ (１)イで示したとおり、合理的配慮は、

具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別

性の高いものであり、掲載した例についてはあく

までも例示であり、掲載した例以外であっても合

理的配慮に該当するものがあること、また、あら

ゆる関係事業者が必ずしも実施するものではない

ことに留意する。  

また、合理的配慮の提供義務違反に該当すると

考えられる例及び該当しないと考えられる例は別

紙１のとおりである。これらの例についても、掲

載されている例はあくまでも例示であり、合理的

配慮の提供義務違反に該当するか否かについて

は、個別の事案ごとに、前述の観点等を踏まえて

判断することが必要であることに留意する。  

(４) 環境の整備との関係

法第５条においては、個別の場面において、

個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確

に行うための不特定多数の障害者を主な対象とし

て行われる事前的改善措置（施設や設備のバリア

フリー化、意思表示やコミュニケーションを支援

するためのサービス・介助者等の人的支援、障害

者による円滑な情報の取得・利用・発信のための

情報アクセシビリティの向上等をいう。以下同

じ。）を、環境の整備として事業者の努力義務と

している。  

環境の整備においては、新しい技術開発が投資

負担の軽減をもたらすこともあることから、技術

進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、

ハード面のみならず、職員に対する研修や、規程

の整備等の対応も含まれることが重要である。

障害を理由とする差別の解消のための取組は、

(３) 合理的配慮の具体例

合理的配慮の具体例は別紙１のとおりである。

なお、２ (１)イで示したとおり、合理的配慮は、具

体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の

高いものであり、掲載した具体例については、  

○ 前提として、２ (２)で示した過重な負担が存在し

ないこと

○ 事業者に強制する性格のものではないこと

○ これらはあくまでも例示であり、記載されてい

る具体例に限られるものではないこと

に留意する必要がある。関係事業者においては、こ

れらの合理的配慮の具体例を含む本指針の内容を踏

まえ、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応するこ

とが期待される。  

[ (４)を加える。 ]
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法や高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成 1 8 年法律第 9 1 号）等不特定多

数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する

法令に基づくこのような環境の整備に係る施策や

取組を着実に進めることが必要であり、特に、公

立小中学校等及び特別支援学校については、一定

規模以上の施設の新築等を行う場合には、高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成 1 8 年政令第 3 7 9 号）で定める建

築物移動等円滑化基準に適合させなければなら

ず、既存の施設についても、同基準に適合させる

ために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ないこととされている。また、その他の学校施設

についても、新築等を行う場合には同基準への適

合が努力義務となっている。  

環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前

的改善措置を行うものであるが、合理的配慮は、

環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が

過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別

の状況に応じて講じられる措置である。したがっ

て、各場面における環境の整備の状況により、合

理的配慮の内容は異なることとなるが、環境の整

備と合理的配慮の提供を両輪として進めることが

重要である。合理的配慮の提供と環境の整備の関

係に係る例は別紙１のとおりである。  

なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁を

あらかじめ除去するという観点から、他の障害者

等への波及効果についても考慮した環境の整備を

行うことは有効である。また環境の整備は、障害

者との関係が長期にわたる場合においても、その

都度の合理的配慮の提供が不要となるという点

で、中・長期的なコストの削減・効率化にも資す

ることとなる。  
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第３ 関係事業者における相談体制の整備

関係事業者においては、障害者及びその家族その他

の関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の

利用者等からの相談窓口等の活用や窓口の開設による

相談窓口の整備や、相談対応を行う担当者をあらかじ

め定めておく等といった、組織的な対応ができるよう

な措置を講ずることが重要である。また、ホームペー

ジ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知するこ

とや、相談の際に、性別、年齢、状態等に配慮すると

ともに、対話のほか、電話、ファックス、電子メー

ル、筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字、るび付

与、オンライン会議システムなど、障害の特性に応じ

た多様なコミュニケーション手段や情報提供手段を、

相談者の障害の特性に応じて用意して対応することが

望ましい。なお、ホームページによる周知に際して

は、視覚障害者、聴覚障害者等の情報アクセシビリテ

ィに配慮し、例えば、音声読み上げ機能に対応できる

よう画像には説明文を付す、動画を掲載する場合に字

幕、手話等を付すなどの配慮を行うことが望ましい。

また、実際の相談事例については、プライバシーに

配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に

活用することが望ましい。  

第４ 関係事業者における研修・啓発、障害を理由とする

差別の解消の推進に資する仕組みの整備

 関係事業者は、障害者に対して性別や年齢等にも配

慮しながら適切に対応し、また、障害者及びその家族

その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、

研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、い

わゆる「社会モデル」の考え方を含めた障害に関する

理解の促進を図ることが重要である。普及すべき法の

趣旨には、法第１条に規定する法の目的、すなわち、

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられるこ

第３ 関係事業者における相談体制の整備

関係事業者においては、障害者、その家族その他の

関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の一

般の利用者等からの相談窓口等の活用や窓口の開設に

より相談窓口を整備することが重要である。また、ホ

ームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周

知することや、相談時の配慮として、対話のほか、電

話、ファックス、電子メール、筆談、読み上げ、手

話、点字、拡大文字、ルビ付与など、障害の特性に応

じた多様なコミュニケーション手段や情報提供手段を

用意して対応することが望ましい。なお、ホームペー

ジによる周知に際しては、視覚障害者、聴覚障害者等

の情報アクセシビリティに配慮し、例えば、音声読み

上げ機能に対応できるよう画像には説明文を付す、動

画を掲載する場合に字幕、手話等を付すなどの配慮を

行うことが望ましい。  

また、実際の相談事例については、プライバシーに

配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に

活用することが望ましい。  

さらに、文部科学省所管分野のうち学校教育分野に

ついては、障害者との関係性が長期にわたるなど固有

の特徴を有することから、特に留意すべき点を別紙２

のとおり示す。  

第４ 関係事業者における研修・啓発

 関係事業者は、障害者に対して適切に対応し、ま

た、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等

に的確に対応するため、研修等を通じて、法の趣旨の

普及を図るとともに、障害に関する理解の促進を図る

ことが重要である。普及すべき法の趣旨には、法第１

条に規定する法の目的、すなわち、全ての国民が、障

害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目

13



となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現を目指すことが含まれる点にも留意す

る。  

 特に学校教育分野においては、教職員の理解の在り

方や指導の姿勢が幼児、児童、生徒及び学生（以下

「児童生徒等」という。）に大きく影響することに十

分留意し、児童生徒等の発達の段階に応じた支援方

法、外部からは気付きにくいこともある難病等をはじ

めとした病弱（身体虚弱を含む。）、発達障害、高次

脳機能障害等についての理解、児童生徒等の間で不当

な差別的取扱いが行われている場合の適切な対応方法

等も含め、研修・啓発を行うことが望ましい。また、

スポーツ分野や文化芸術分野においても、指導者等関

係者の理解の在り方や指導の姿勢がスポーツや文化芸

術活動に参加する者等に大きく影響することに十分留

意した研修・啓発を行うことが望ましい。

 研修・啓発においては、内閣府が障害者の差別解消

に向けた理解促進のためのポータルサイトにおいて提

供している、事業者が障害者に対応する際に参考とな

る対応例及び文部科学省や同省が所管する独立行政法

人等が提供する各種情報を活用することが効果的であ

る（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営

する「インクルーシブ教育システム構築支援データベ

ース」や独立行政法人日本学生支援機構が作成する

「大学等における障害のある学生への支援・配慮事

例」、「教職員のための障害学生修学支援ガイド」、

「合理的配慮ハンドブック」等）。また、障害者から

話を聞く機会を設けることや、研修・啓発の内容によ

っては、医療、保健、福祉等の関係機関や障害者関係

団体と連携して実施することも効果的である。  

 さらに、関係事業者の内部規則やマニュアル等につ

いて、障害者へのサービス提供等を制限するような内

容が含まれていないかについて点検することや、個別

の相談事案等への対応を契機として、必要な改正等を

指すことが含まれる点にも留意する。

 特に学校教育分野においては、教職員の理解の在り

方や指導の姿勢が幼児、児童、生徒及び学生（以下

「児童生徒等」という。）に大きく影響することに十

分留意し、児童生徒等の発達段階に応じた支援方法、

外部からは気付きにくいこともある難病等をはじめと

した病弱（身体虚弱を含む。）、発達障害、高次脳機

能障害等の理解、児童生徒等の間で不当な差別的取扱

いが行われている場合の適切な対応方法等も含め、研

修・啓発を行うことが望ましい。また、スポーツ分野

や文化芸術分野においても、指導者等関係者の理解の

在り方や指導の姿勢がスポーツや文化芸術活動に参加

する者等に大きく影響することに十分留意した研修・

啓発を行うことが望ましい。  

 研修・啓発においては、文部科学省や同省が所管す

る独立行政法人等が提供する各種情報を活用すること

が効果的である（独立行政法人国立特別支援教育総合

研究所が運営する「インクルーシブ教育システム構築

支援データベース」や独立行政法人日本学生支援機構

が作成する「大学等における障害のある学生への支

援・配慮事例」、「教職員のための障害学生修学支援

ガイド」等）。また、研修・啓発の内容によっては、

医療、保健、福祉等の関係機関や障害者関係団体と連

携して実施することも効果的である。  
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検討するなど、障害を理由とする差別の解消の推進に

資するような対応が重要である。  

第５ 文部科学省所管事業分野に係る相談窓口

  文部科学省所管事業分野に係る相談窓口は以下のと

おり。  

  なお、さらに詳細な相談窓口は内閣府のホームペー

ジに掲載している。  

事業分野 相談窓口

〇教育分野

・幼稚園、小学校、中

学 校 、 義 務 教 育 学

校、高等学 校、中等

教育学校、 特別支援

学校関係

・大学、高等専門学校

関係

・専修学校、各種学校

関係

・社会教育、生涯学習

関係

初 等 中 等 教 育 局 特 別 支 援

教育課  

高等教育局学生支援課

総 合 教 育 政 策 局 生 涯 学 習

推 進 課 専 修 学 校 教 育 振 興

室  

総 合 教 育 政 策 局 男 女 共 同

参 画 共 生 社 会 学 習 ・ 安 全

課  

〇スポーツ分野 ス ポ ー ツ 庁 健 康 ス ポ ー ツ

課障害者スポーツ振興室

〇文化芸術分野 文化庁各事業所管課室

〇科学技術・学術分野 科 学 技 術 ・ 学 術 政 策 局 政

策課  

別紙１

第５ 文部科学省所管事業分野に係る相談窓口

生涯学習・社会教育分野 総合教育政策局男女共同

参画共生社会学習・安全課

初等中等教育分野 初等中等教育局特別支援教育課

高等教育分野 高等教育局学生・留学生課

科学技術・学術分野 科学技術・学術所管部局事業

所管各課室

スポーツ分野 スポーツ庁健康スポーツ課

文化芸術分野 文化庁文化所管部局事業所管各課室

別紙１
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障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮等の例 

１  正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると

考えられる例  

○ 障害があることを理由として、学校、社会教育施

設、スポーツ施設、文化施設等において、一律に窓

口対応を拒否し、又は対応の順序を後回しにするこ

と。

○ 障害があることを理由として、一律に資料の送付、

パンフレットの提供、説明会やシンポジウムへの出

席等を拒んだり、資料等に関する必要な説明を省い

たりすること。

○ 障害の種類や程度、サービス提供の場面における本

人や第三者の安全性などについて考慮することな

く、一律にあるいは漠然とした安全上の問題を理由

に社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等の施設

利用を拒否すること。例えば、車椅子利用者が体育

館の利用を希望した場合に、他の利用者の活動に支

障がないにも関わらず、単にタイヤの跡が付いてし

まうという理由で体育館の利用を拒否すること。

○ 障害があることを理由として、具体的な場面や状況

に応じた検討を行うことなく、障害者に対し一律

に、入学の出願の受理、受験、入学、授業等の受講

や研究指導、実習等校外教育活動、入寮、式典参加

を拒むことや、これらを拒まない代わりとして正当

な理由のない条件を付すこと。

○ 試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理

由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外

したり、評価において差を付けたりすること。

不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例

１ 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例

障害のみを理由として、以下の取扱いを行うこと。

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等に

おいて、窓口対応を拒否し、又は対応の順序を後回し

にすること。

○ 資料の送付、パンフレットの提供、説明会やシンポ

ジウムへの出席等を拒むこと。

○ 社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等やそれら

のサービスの利用をさせないこと。

○ 学校への入学の出願の受理、受験、入学、授業等の

受講や研究指導、実習等校外教育活動、入寮、式典参

加を拒むことや、これらを拒まない代わりとして正当

な理由のない条件を付すこと。

○ 試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理

由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外し

たり、評価において差を付けたりすること。
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２  正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当し

ないと考えられる例  

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等に

おいて、合理的配慮を提供等するために必要な範囲

で、プライバシーに配慮しつつ、障害者である利用者

に障害の状況等を確認すること。（障害者本人の安全

確保の観点）

○ 通級による指導、特別支援学級及び特別支援学校に

おいて、特別の教育課程を編成すること。（障害者

本人の損害発生防止の観点）

○ アレルギー疾患を有する障害のある児童生徒等の実

習において、アレルゲンとなる材料を使用するな

ど、病気や障害の特性等によって実習に必要な作業

の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる場合、ア

レルゲンとならない材料に代替し、別の部屋で実習

を設定すること。（障害者本人の安全確保の観点）

○ 手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆し

ようとした際に、必要な範囲で、プライバシーに配

慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手

続の意思等を確認すること。（障害者本人の損害発

生防止の観点）

３ 合理的配慮に当たり得る配慮の例

(１) 物理的環境への配慮や人的支援の配慮の例

① 主として物理的環境への配慮に関するもの

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設

等において、災害時の警報音、緊急連絡等が聞こ

えにくい障害者に対し、災害時に関係事業者の管

理する施設の職員が直接災害を知らせたり、緊急

情報・館内放送を視覚的に受容することができる

警報設備・電光表示機器等を用意したりするこ

２ 不当な差別的取扱いに当たらない具体例

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等に

おいて、合理的配慮を提供等するために必要な範囲

で、プライバシーに配慮しつつ、障害者である利用者

に障害の状況等を確認すること。

○ 障害のある幼児、児童及び生徒のため、通級による

指導を実施する場合において、また特別支援学級及び

特別支援学校において、特別の教育課程を編成するこ

と。

３ 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例

(１) 物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例

① 主として物理的環境への配慮に関するもの

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等

において、災害時の警報音、緊急連絡等が聞こえに

くい障害者に対し、災害時に関係事業者の管理する

施設の職員が直接災害を知らせたり、緊急情報・館

内放送を視覚的に受容することができる警報設備・

電光表示機器等を用意したりすること。
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と。

○ 管理する施設・敷地内において、車椅子利用者

のためにキャスター上げ等の補助をし、又は段差

に携帯スロープを渡すこと。

○ 配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット

等を取って渡したり、図書やパンフレット等の位

置を分かりやすく伝えたりすること。

○ 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申

出があった際、別室の確保が困難である場合に、

当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長

椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設けるこ

と。

◯ 移動に困難のある学生等のために、通学のため

の駐車場を確保したり、参加する授業で使用する

教室をアクセスしやすい場所に変更したりするこ

と。

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設

等において、障害のある子供が必要以上の発声や

こだわりのある行動をするなど落ち着かない状況

にある場合に、保護者から子供の特性やコミュニ

ケーションの方法等について聞き取った上で、落

ち着くことができるよう、個室等を提供するこ

と。

○ 児童生徒等が医療的ケアを必要とする場合、障

害の状態や特性に配慮しながら、医療的ケアの実

施のための別室等を用意するなど、衛生的な環境

を提供すること。

○ 管理する施設・敷地内において、車椅子利用者の

ためにキャスター上げ等の補助をし、又は段差に携

帯スロープを渡すこと。

○ 配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット等

を取って渡したり、図書やパンフレット等の位置を

分かりやすく伝えたりすること。

○ 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出

があった際、別室の確保が困難である場合に、当該

障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を

移動させて臨時の休憩スペースを設けること。

◯ 移動に困難のある学生等のために、通学のための

駐車場を確保したり、参加する授業で使用する教室

をアクセスしやすい場所に変更したりすること。

○ 聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机・椅子の

脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する、視覚情報の処

理が苦手な児童生徒等のために黒板周りの掲示物等

の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応

じて教室環境を変更すること。
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○ 劇場・音楽堂等において、手話通訳や字幕、音

声ガイド等の対応に努めるとともに、施設や公演

主催者等のウェブサイトや S N S 等で、鑑賞サポー

トに関する情報提供に努めること。

② 主として人的支援の配慮に関するもの

○ 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速

度に合わせた速度で歩いたり、介助する位置（左

右・前後・距離等）について、障害者の希望を聞

いたりすること。

○ 介助等を行う学生（以下「支援学生」とい

う。）、保護者、支援員等の教室への入室、授業

や試験でのパソコン入力支援、移動支援、待合室

での待機を許可すること。

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設

等において、視覚障害のある者からトイレの個室

へ案内するよう求めがあった場合に、求めに応じ

てトイレの個室まで案内すること。その際、同性

の職員がいる場合は、障害者本人の希望に応じて

同性の職員が案内すること。

(２) 情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等

において、筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点

字、支援機器、触覚による意思伝達などによる多様

なコミュニケーション手段、るびや写真、イラスト

など分かりやすい表現を使って説明をするなどの意

思疎通の配慮を行うこと。

○ 情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の

提供（聞くことで内容が理解できる説明・資料や、

拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、カラ

② 主として人的支援の配慮に関するもの

○ 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度

に合わせた速度で歩いたり、介助する位置（左右・

前後・距離等）について、障害者の希望を聞いたり

すること。

○ 介助等を行う学生（以下「支援学生」とい

う。）、保護者、支援員等の教室への入室、授業や

試験でのパソコン入力支援、移動支援、待合室での

待機を許可すること。

(２) 意思疎通の配慮の具体例

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等に

おいて、筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など

多様なコミュニケーション手段や分かりやすい表現を

使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行うこと。

○ 情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提

供（聞くことで内容が理解できる説明・資料や、拡大

コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、遠くのもの

や動きの速いものなど触ることができないものを確認

できる模型や写真等の提供）、聞こえにくさに応じた

視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両
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ーユニバーサルデザインに配慮した資料、遠くのも

のや動きの速いものなど触ることができないものを

確認できる模型や写真等の提供）、聞こえにくさに

応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえに

くさの両方がある場合に応じた情報の提供（手のひ

らに文字を書いて伝える、活動や場所の手がかりと

なるものを示す等）、知的障害に配慮した情報の提

供（伝える内容の要点を筆記する、漢字にるびを振

る、単語や文節の区切りに空白を挟んで記述する

「分かち書き」にする、なじみのない外来語は避け

る等）を行うこと。また、その際、各媒体間でペー

ジ番号等が異なり得ることに留意して使用するこ

と。   

○ 知的障害のある利用者等に対し、抽象的な言葉で

はなく、具体的な言葉を使うこと。例えば、「手

続」や「申請」などの、サービスを受ける際に必要

な言葉の意味を短い言葉で分かりやすく具体的に説

明して、当該利用者等が理解しているかを確認する

こと。

○ 言葉だけを聞いて理解することや言葉だけでの意

思疎通に困難がある障害者に対し、絵や写真カー

ド、コミュニケーションボード、タブレット端末等

の I C T 機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文

字化、質問内容を「はい」又は「いいえ」で端的に

答えられるようにすることなどにより意思を確認し

たり、本人の自己選択・自己決定を支援したりする

こと。

○ 比喩表現等の理解が困難な障害者に対し、比喩や

暗喩、二重否定表現などを用いずに説明すること。

(３) ルール・慣行の柔軟な変更の例

方がある場合に応じた情報の提供（手のひらに文字を

書いて伝える等）、知的障害に配慮した情報の提供

（伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る、

単語や文節の区切りに空白を挟んで記述する「分かち

書き」にする、なじみのない外来語は避ける等）を行

うこと。また、その際、各媒体間でページ番号等が異

なり得ることに留意して使用すること。  

○ 知的障害のある利用者等に対し、抽象的な言葉では

なく、具体的な言葉を使うこと。例えば、サービスを

受ける際の「手続」や「申請」など生活上必要な言葉

等の意味を具体的に説明して、当該利用者等が理解し

ているかを確認すること。

○ 子供である障害者又は知的障害、発達障害、言語障

害等により言葉だけを聞いて理解することや意思疎通

が困難な障害者に対し、絵や写真カード、コミュニケ

ーションボード、タブレット端末等の I C T 機器の活

用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を

「はい」又は「いいえ」で端的に答えられるようにす

ることなどにより意思を確認したり、本人の自己選

択・自己決定を支援したりすること。

○ 比喩表現等の理解が困難な障害者に対し、比喩や暗

喩、二重否定表現などを用いずに説明すること。

(３) ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
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○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等

において、事務手続の際に、職員や教員、支援学生

等が必要書類の代筆を行うこと。

○ 障害者が立って列に並んで順番を待っている場合

に、周囲の理解を得た上で、当該障害者の順番が来

るまで別室や席を用意すること。

○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張

のため、不随意の発声等がある場合、緊張を緩和す

るため、当該障害者に説明の上、施設の状況に応じ

て別室を用意すること。

○ 学校、文化施設等において、視覚障害者等に対し

て板書やスクリーン等がよく見えるように、黒板等

に近い席を確保すること。

○ スポーツ施設、文化施設等において、移動に困難

のある障害者を早めに入場させ席に誘導したり、車

椅子を使用する障害者の希望に応じて、決められた

車椅子用以外の客席も使用できるようにしたりする

こと。

○ 入学試験や検定試験において、本人・保護者の希

望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時

間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使

用、車椅子の持参使用等を許可すること。

○ 点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学

習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書

や資料、問題文を点訳又は拡大したものやテキスト

データ等を事前に渡すこと。

○ 聞こえにくさのある児童生徒等に対し、外国語の

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等

において、事務手続の際に、職員や教員、支援学生

等が必要書類の代筆を行うこと。

○ 障害者が立って列に並んで順番を待っている場合

に、周囲の理解を得た上で、当該障害者の順番が来

るまで別室や席を用意すること。

○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張

のため、不随意の発声等がある場合、緊張を緩和す

るため、当該障害者に説明の上、施設の状況に応じ

て別室を用意すること。

○ 学校、文化施設等において、板書やスクリーン等

がよく見えるように、黒板等に近い席を確保するこ

と。

○ スポーツ施設、文化施設等において、移動に困難

のある障害者を早めに入場させ席に誘導したり、車

椅子を使用する障害者の希望に応じて、決められた

車椅子用以外の客席も使用できるようにしたりする

こと。

○ 入学試験や検定試験において、本人・保護者の希

望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時

間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使

用等を許可すること。

○ 点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学

習する児童生徒等のために、授業で使用する教科書

や資料、問題文を点訳又は拡大したものやテキスト

データを事前に渡すこと。

○ 聞こえにくさのある児童生徒等に対し、外国語の

ヒアリングの際に、音質・音量を調整したり、文字

による代替問題を用意したりすること。

○ 知的発達の遅れにより学習内容の習得が困難な児

童生徒等に対し、理解の程度に応じて、視覚的に分

かりやすい教材を用意すること。

○ 肢体不自由のある児童生徒等に対し、体育の授業

の際に、上・下肢の機能に応じてボール運動におけ
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ヒアリングの際に、音質・音量を調整したり、文字

による代替問題を用意したりすること。

○ 知的障害のある児童生徒等に対し、抽象的な言葉

や文章を説明する際、絵カード、文字カード、 I C T

機器等、分かりやすい教材・教具に代えて行うこ

と。

○ 肢体不自由のある児童生徒等に対し、体育の授業

の際に、上・下肢の機能に応じてボール運動におけ

るボールの大きさや投げる距離を変えたり、走運動

における走る距離を短くしたり、スポーツ用車椅子

の使用を許可したりすること。

○ 日常的に医療的ケアを要する児童生徒等に対し、

本人が対応可能な場合もあることなどを含め、配慮

を要する程度には個人差があることに留意して、医

療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等

と連携を図り、個々の状態や必要な支援を丁寧に確

認し、過剰に活動の制限等をしないようにするこ

と。

○ 慢性的な病気等のために他の児童生徒等と同じよ

うに運動ができない児童生徒等に対し、運動量を軽

減したり、代替できる運動を用意したりするなど、

病気等の特性を理解し、過度に予防又は排除をする

ことなく、参加するための工夫をすること。

○ 病気療養等のため学習できない期間が生じる児童

生徒等に対し、 I C T を活用した学習活動や補講を行

うなど、学習機会を確保する方法を工夫すること。

○ 読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、

授業や試験において読みやすい字体による資料を作

るボールの大きさや投げる距離を変えたり、走運動

における走る距離を短くしたり、スポーツ用車椅子

の使用を許可したりすること。  

○ 日常的に医療的ケアを要する児童生徒等に対し、

本人が対応可能な場合もあることなどを含め、配慮

を要する程度には個人差があることに留意して、医

療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等

と連携を図り、個々の状態や必要な支援を丁寧に確

認し、過剰に活動の制限等をしないようにするこ

と。

○ 慢性的な病気等のために他の児童生徒等と同じよ

うに運動ができない児童生徒等に対し、運動量を軽

減したり、代替できる運動を用意したりするなど、

病気等の特性を理解し、過度に予防又は排除をする

ことなく、参加するための工夫をすること。

○ 治療等のため学習できない期間が生じる児童生徒

等に対し、補講を行うなど、学習機会を確保する方

法を工夫すること。

○ 読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、

授業や試験でのタブレット端末等の I C T 機器使用を

許可したり、筆記に代えて口頭試問による学習評価

を行ったりすること。

○ 発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生

徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、

発表を録画したもので学習評価を行ったりするこ

と。

○ 学校生活全般において、適切な対人関係の形成に

困難がある児童生徒等のために、能動的な学習活動

などにおいてグループを編成する時には、事前に伝

えたり、場合によっては本人の意向を確認したりす

ること。また、こだわりのある児童生徒等のため

に、話し合いや発表などの場面において、意思を伝

えることに時間を要する場合があることを考慮し

て、時間を十分に確保したり個別に対応したりする
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成したり、タブレット端末等の I C T 機器使用を許可

したり、筆記に代えて口頭試問で行ったりするこ

と。   

○ 障害の特性等により人前での発表が困難な児童生

徒等に対し、必要に応じて代替措置としてレポート

を課すことや、児童生徒等が自らの発表を録画した

ものを発表用資料として活用すること。

○ 学校生活全般において、対人関係の形成に困難が

あったり、意思を伝えることに時間を要したりする

児童生徒等に対し、活動時間を十分に確保したり障

害の特性に応じて個別に対応したりすること。

○ 理工系の実験、地質調査のフィールドワークなど

でグループワークができない学生等や、実験の手順

や試薬を混同するなど、作業が危険な学生等に対

し、当該科目の履修に当たり、個別の実験時間や実

習課題を設定するほか、個別のティーチング・アシ

スタント等を付けることや、実験補助のための機器

などの教室設備の整備等をすること。

４ 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例

○ 入学試験や検定試験等において、筆記が困難なため

デジタル機器の使用を求める申出があった場合に、

「デジタル機器の使用を認めた前例がない」という理

由で、必要な調整を行うことなく、一律に対応を断る

こと。

○ 介助を必要とする障害者から、講座の受講に当たり

介助者の同席を求める申出があった場合に、当該講座

が受講者本人のみの参加をルールとしていることを理

由として、受講者である障害者本人の個別事情や講座

の実施状況等を確認することなく、一律に介助者の同

こと。

○ 理工系の実験、地質調査のフィールドワークなど

でグループワークができない学生等や、実験の手順

や試薬を混同するなど、作業が危険な学生等に対

し、個別の実験時間や実習課題を設定したり、個別

のティーチング・アシスタント等を付けたりするこ

と。

[４を加える。 ]

23



席を断ること。

○ 自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、

視覚障害者からスクリーンや板書等がよく見える席で

のセミナー受講を希望する申出があった場合に、事前

の座席確保などの対応を検討せずに「特別扱いはでき

ない」という理由で一律に対応を断ること。

○ 視覚障害者が、点字ブロックのないイベント会場内

の移動に必要な介助を求める場合に、「安全上何かあ

ったら困る」という理由で移動介助の可能性を検討せ

ず、一律に介助を断ること。

○ 着替えに介助を必要とするスポーツ施設の利用者

が、支援者と共に利用できる更衣室を希望した場合

に、空いている会議室や事務室など代替施設を検討す

ることなく、設備がないという理由で一律に対応を断

ること。

○ 劇場・音楽堂等において、車椅子利用者から施設の

構造上もしくは前席の観客の体格や行動等により舞台

がよく見えないこと等を理由として、観覧席の変更を

求める申出があった場合に、車椅子利用者観覧席の床

面を嵩上げしたり、良好な視野を確保できる別の場所

や席に案内したりといった対応が可能かどうかの検討

を行うことなく、一律に対応を断ること。  

５ 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例

○ 医療的ケア児が体調不良のため登校ができない場合

に、医療的ケア看護職員に家庭での個別の体調管理を

依頼する等、事業の一環として行っていない業務の提

供を保護者等から求められた場合に、その提供を断る

こと。（必要とされる範囲で本来の業務に付随するも

のに限られることの観点）

[５を加える。 ]
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○ オンライン講座の配信のみを行っている社会教育施

設等が、オンラインでの集団受講では内容の理解が難

しいことを理由に対面での個別指導を求められた場合

に、当該対応はその事業の目的・内容とは異なるもの

であり、対面での個別指導を可能とする人的体制・設

備も有していないため、当該対応を断ること。（事

務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ば

ないことの観点）

○ 図書館等において、混雑時に視覚障害者から職員等

に対し、館内を付き添って利用の補助を求められた場

合に、混雑時のため付添いはできないが、職員が聞き

取った書籍等を準備することができる旨を提案するこ

と。（過重な負担（人的・体制上の制約）の観点）

○ 発達障害等の特性のある大学生から、得意科目で習

得した単位を不得意な科目の単位として認定してほし

い（卒業要件を変更して単位認定をしてほしい）と要

望された場合、受講方法の調整などの支援策を提示し

つつ、卒業要件を変更しての単位認定は、自大学にお

けるディプロマ・ポリシー等に照らし、教育の目的・

内容・機能の本質的な変更に当たるとの判断から、当

該対応を断ること。（事務・事業の目的・内容・機能

の本質的な変更には及ばないことの観点）

○ 車椅子利用者が試合直前になって介助者を同伴して

スポーツを観戦することになった場合に、介助者席と

して車椅子利用者の隣の席は用意できなかったが、で

きるだけ近接した席を用意すること。（過重な負担

（物理的・技術的制約）の観点）   

○ 歩行に困難のある児童生徒やその保護者から段差で

つまずかないように特別支援教育支援員を追加で配置
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するよう求めがあった場合に、つまずきを防止するた

めの方策について検討した結果として、例えば簡易ス

ロープによる段差の解消といった代替案を提案するこ

と。（過重な負担の観点）  

６ 合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例

○ 校長が、教職員による特別支援教育に対する理解を

促進するための校内研修を実施（環境の整備）すると

ともに、教職員が、児童生徒一人一人の障害の状態等

に応じた配慮を行うこと。（合理的配慮の提供）

○ 設置者が、エレベーターやバリアフリートイレ、ス

ロープの設置といった学校施設のバリアフリー化を進

める（環境の整備）とともに、教職員が、車椅子を利

用する児童生徒の求めに応じて教室間の移動等の補助

を行うこと。（合理的配慮の提供）

○ 障害者から申込書類への代筆を求められた場合に円

滑に対応できるよう、あらかじめ申込手続における適

切な代筆の仕方について研修を行う（環境の整備）と

ともに、障害者から代筆を求められた場合には、研修

内容を踏まえ、本人の意向を確認しながら担当者が代

筆すること。（合理的配慮の提供）

○ オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行

うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらい

ものとなっていることから、手続に際しての支援を求

める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メ

ールでの対応を行う（合理的配慮の提供）とともに、

以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じる

ことのないよう、ウェブサイトの改良を行うこと。

（環境の整備）  

○ 講演会等で、情報保障の観点から、手話通訳者を配

[６を加える。 ]
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置したり、スクリーンへ文字情報を提示したりする

（環境の整備）とともに、申出があった際に、手話通

訳者や文字情報が見えやすい位置に座席を設定するこ

と。（合理的配慮の提供）

○ 社会教育施設等を利用する知的障害者や読字に障害

のある方に向けて、わかりやすい資料を準備したり、

施設内の看板や表示にるびやピクトグラムを使用した

りする（環境の整備）とともに、利用者一人一人の障

害の状態等に応じて、スタッフがわかりやすい言葉を

用いて説明、代読する等の配慮を行うこと。（合理的

配慮の提供）

○ 図書館への来館が困難な障害者に対して、郵送や宅

配による貸出等のサービスを行う（環境の整備）とと

もに、それらを独自に行っていない図書館において、

郵送や宅配による貸出等のサービスを行っている図書

館と連携し利用者一人一人の障害の程度に応じた貸出

等の配慮を行うこと。（合理的配慮の提供）

別紙２

分野別の留意点

教育分野

１ 総論

権利条約のうち、教育分野について規定した第 2 4 条

は、教育についての障害者の権利を認めることを明言

し、「インクルーシブ教育システム」（ i n c l u s i v e  

e d u c a t i o n  s y s t e m、障害者を包容する教育制度）及

び生涯学習の確保を締約国に求めている。   

 これらは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精

神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達さ

せ、自由な社会に効果的に参加することを可能とすると

の目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕

別紙２

分野別の留意点

学校教育分野

１ 総論

 権利条約のうち、教育分野について規定した第 2 4 条

は、教育についての障害者の権利を認めることを明言し、

「インクルーシブ教育システム」（ i n c l u s i v e  

e d u c a t i o n  s y s t e m、障害者を包容する教育制度）及び

生涯学習の確保を締約国に求めている。   

 これらは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神

的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自

由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の

下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであ
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組みであり、障害のある者が一般的な教育制度から排除

されないこと、自己の生活する地域において初等中等教

育の機会が与えられること、個人に必要な合理的配慮が

提供されること等が必要とされている。  

 障害者基本法においては、第４条第１項において「何

人も、障害者に対して、障害を理由として、差別するこ

とその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」

と、また、同条第２項において「社会的障壁の除去は、

それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実

施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによ

つて前項の規定に違反することとならないよう、その実

施について必要かつ合理的な配慮がされなければならな

い」とされている。さらに、国及び地方公共団体は、教

育基本法第４条第２項において「障害のある者が、その

障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育

上必要な支援を講じなければならない」とされているほ

か、障害者基本法第 1 6 条第１項において「障害者が、

その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十

分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害

者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共

に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方

法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければな

らない」とされている。   

 学校教育分野においては、これらの規定も踏まえて既

に権利条約等への対応のための取組が進められており、

合理的配慮等の考え方も、中央教育審議会初等中等教育

分科会が平成 2 4 年７月に取りまとめた「共生社会の形

成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育の推進（報告）」及び文部科学省高等教育局

長決定により開催された「障害のある学生の修学支援に

関する検討会」が平成 2 9 年３月に取りまとめた「障害

のある学生の修学支援に関する検討会報告（第二次まと

め）」等により示されている。  

また、平成 3 1 年３月に取りまとめられた「学校卒業

り、障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこ

と、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与

えられること、個人に必要な合理的配慮が提供されること

等が必要とされている。  

 障害者基本法においては、第４条第１項において「何人

も、障害者に対して、障害を理由として、差別することそ

の他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と、ま

た、同条第２項において「社会的障壁の除去は、それを必

要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負

担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規

定に違反することとならないよう、その実施について必要

かつ合理的な配慮がされなければならない」とされてい

る。さらに、国及び地方公共団体は、教育基本法（平成

1 8 年法律第 1 2 0 号）第４条第２項において「障害のある

者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよ

う、教育上必要な支援を講じなければならない」とされて

いるほか、障害者基本法第 1 6 条第１項において「障害者

が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた

十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害

者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に

教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の

改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならな

い」とされている。   

 学校教育分野においては、これらの規定も踏まえて既に

権利条約等への対応のための取組が進められており、合理

的配慮等の考え方も、中央教育審議会初等中等教育分科会

が平成 2 4 年７月に取りまとめた「共生社会の形成に向け

たインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進（報告）」（以下「報告」という。）及び文部科学

省高等教育局長決定により開催された「障がいのある学生

の修学支援に関する検討会」が平成 2 4 年 1 2 月に取りま

とめた「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告

（第一次まとめ）」により示されている。  
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後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」報

告書において、障害の有無にかかわらず共に学ぶ場づく

りに当たって、合理的配慮の推進の必要性が示されてい

る。  

さらに、令和４年９月に公表された障害者権利委員会

からの総括所見において、合理的配慮の保障も含めた教

育環境の改善等について勧告された。令和５年３月には

「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の

在り方に関する検討会議報告」も取りまとめられ、通常

の学級においても障害のある児童生徒一人一人の教育的

ニーズに応じた適切な指導や必要な支援がなされるよう

方向性が示されている。

加えて、令和５年４月より、法の改正等を背景とし

て、障害のある学生の修学支援に関する検討会が改めて

設置され、高等教育段階における障害学生の修学支援の

あり方について検討が行われている。  

また、令和元年６月には視覚障害者等の読書環境の整

備の推進に関する法律（令和元年法律第 4 9 号）が、令

和４年５月には障害者による情報の取得及び利用並びに

意思疎通に係る施策の推進に関する法律（令和４年法律

第 5 0 号）が、それぞれ成立したところであり、これら

の法による理念や規定を踏まえた取組は、学校教育段階

だけでなく、地方公共団体における生涯学習提供者や社

会教育施設等においても共生社会の実現に向けて同様に

推進されるべきものである。  

教育基本法第４条第２項による義務を負うのは国及び

地方公共団体であるが、障害者基本法第４条及び同条を

具体化する法の理念を踏まえ、学校教育を行う事業者に

おいても、これらの法の理念や規定、有識者会議により

示された考え方を参考とし、取組を一層推進することが

必要である。また、専修学校及び各種学校を設置する事

業者においては、後述する初等中等教育段階又は高等教

育段階のうち相当する教育段階の留意点を参考として対

応することが望ましい。  

教育基本法第４条第２項による義務を負うのは国及び地

方公共団体であるが、障害者基本法第４条及び同条を具体

化する法の理念を踏まえ、学校教育を行う事業者において

も、これらの有識者会議により示された考え方を参考と

し、取組を一層推進することが必要である。また、専修学

校及び各種学校を設置する事業者においては、後述する初

等中等教育段階又は高等教育段階のうち相当する教育段階

の留意点を参考として対応することが望ましい。  
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なお、これらの法の理念や規定、有識者会議により示

された考え方は、特別支援教育、障害のある学生の修学

支援及び、学校卒業後に社会で学ぶ機会の全体に関する

ものであり、現に社会的障壁の除去を必要としている旨

の意思の表明を受けて行う合理的配慮の提供にとどまら

ず、これらに基づく取組を推進することにより、当該意

思の表明がない場合にも、適切と思われる配慮に関する

建設的対話を働きかけるなどの自主的な取組も推進さ

れ、自ら意思を表明することが必ずしも容易ではない障

害児・者も差別を受けることのない環境の醸成につなが

ることが期待される。  

２ 初等中等教育段階

(１) 合理的配慮に関する留意点

[略 ]

ア～エ [略 ]

オ 進学や進級等の移行時においても途切れることの

ない一貫した支援を提供するため、個別の教育支援

計画の引継ぎ、学校間や関係機関も含めた情報交換

等により、合理的配慮の引継ぎを行うことが必要で

ある。

なお、学校教育分野において、障害のある幼児、児

童及び生徒の将来的な自立と社会参加を見据えた障害

の早期発見・早期支援の必要性及びインクルーシブ教

育システムの理念に鑑み、幼児教育段階や小学校入学

時点において、意思の表明の有無に関わらず、幼児及

び児童に対して適切と思われる支援を検討するため、

幼児及び児童の障害の状態等の把握に努めることが望

ましい。具体的には、保護者と連携し、プライバシー

にも留意しつつ、地方公共団体が実施する乳幼児健診

の結果や就学前の療育の状況、就学相談の内容を参考

とすること、後述する校内委員会において幼児及び児

童の支援のニーズ等に関する実態把握を適切に行うこ

と等が考えられる。また、障害のある子供一人一人の

なお、有識者会議により示された考え方は、特別支援教

育及び障害のある学生の修学支援の全体に関するものであ

り、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表

明を受けて行う合理的配慮の提供にとどまらず、これらに

基づく取組を推進することにより、当該意思の表明がない

場合にも、適切と思われる配慮に関する建設的対話を働き

かけるなどの自主的な取組も推進され、自ら意思を表明す

ることが必ずしも容易ではない児童生徒等も差別を受ける

ことのない環境の醸成につながることが期待される。  

２ 初等中等教育段階

(１) 合理的配慮に関する留意点

[同左 ]

ア～エ [同左 ]

オ 進学等の移行時においても途切れることのない一

貫した支援を提供するため、個別の教育支援計画の

引継ぎ、学校間や関係機関も含めた情報交換等によ

り、合理的配慮の引継ぎを行うことが必要である。

なお、学校教育分野において、障害のある幼児、児

童及び生徒の将来的な自立と社会参加を見据えた障害

の早期発見・早期支援の必要性及びインクルーシブ教

育システムの理念に鑑み、幼児教育段階や小学校入学

時点において、意思の表明の有無に関わらず、幼児及

び児童に対して適切と思われる支援を検討するため、

幼児及び児童の障害の状態等の把握に努めることが望

ましい。具体的には、保護者と連携し、プライバシー

にも留意しつつ、地方公共団体が実施する乳幼児健診

の結果や就学前の療育の状況、就学相談の内容を参考

とすること、後述する校内委員会において幼児及び児

童の支援のニーズ等に関する実態把握を適切に行うこ

と等が考えられる。  
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教育的ニーズや必要な支援の内容を、複数の担当者で

検討したり、実態の的確な把握（各種のアセスメント

等）や個別の教育支援計画等を作成するために専門家

等の活用を図ったりするなど、具体的な対応を組織的

に進めることが大切である。  

(２) 合理的配慮の例

[略 ]

(３) 相談体制の整備に関する留意点

[略 ]

ア、イ  [略 ]  

学校においては、主として学級担任や特別支援教育

コーディネーター等が、幼児、児童及び生徒・保護者

等からの相談及び現に社会的障壁の除去を必要として

いる旨の意思の表明を最初に受け付けることが想定さ

れる。各学校は、相談等を受けた学級担任や特別支援

教育コーディネーター等と本人・保護者との対話によ

る合意形成が困難である場合には、校内委員会を含む

校内体制への接続が確実に行われるようにし、校長の

リーダーシップの下、合意形成に向けた検討を組織的

に行うことが必要である。

このような校内体制を用いてもなお合意形成が難し

い場合は、設置者である学校法人等が、法的知見を有

する専門家等の助言を得るなどしつつ、法の趣旨に即

して適切に対応することが必要である。また、必要に

応じ、法に基づいて設置される地域の相談窓口と連携

を図ることも考えられる。  

(４) 研修・啓発に関する留意点

基本方針は、地域住民等に対する啓発活動として、

「国民一人一人が法の趣旨について理解を深め、建設

的対話を通じた相互理解が促進されるよう、障害者も

含め、広く周知・啓発を行うことが重要である」とし

(２) 合理的配慮の具体例

[同左 ]

(３) 相談体制の整備に関する留意点

[略 ]

ア、イ  [同左 ]

学校においては、主として学級担任や特別支援教育コ

ーディネーター等が、幼児、児童及び生徒・保護者等か

らの相談及び現に社会的障壁の除去を必要としている旨

の意思の表明を最初に受け付けることが想定される。各

学校は、相談等を受けた学級担任や特別支援教育コーデ

ィネーター等と本人・保護者との対話による合意形成が

困難である場合には、校内委員会を含む校内体制への接

続が確実に行われるようにし、校長のリーダーシップの

下、合意形成に向けた検討を組織的に行うことが必要で

ある。  

このような校内体制を用いてもなお合意形成が難しい

場合は、設置者である学校法人等が、法的知見を有する

専門家等の助言を得るなどしつつ、法の趣旨に即して適

切に対応することが必要である。  

(４) 研修・啓発に関する留意点

基本方針は、地域住民等に対する啓発活動として、

「障害者差別が、本人のみならず、その家族等にも深い

影響を及ぼすことを、国民一人ひとりが認識するととも

に、法の趣旨について理解を深めることが不可欠であ
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ている。

この周知・啓発において学校教育が果たす役割は大

きく、例えば、障害者基本法第 1 6 条第３項にも規定

されている障害のある幼児、児童及び生徒と障害のな

い幼児、児童及び生徒の交流及び共同学習は、障害の

ない幼児、児童及び生徒が障害のある幼児、児童及び

生徒と特別支援教育に対する正しい理解と認識を深め

るための絶好の機会であり、同じ社会に生きる人間と

して、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合

って生きていくことの大切さを学ぶ場である。また、

障害のある幼児、児童及び生徒の保護者、障害のない

幼児、児童及び生徒の保護者や地域の方々が、共同学

習や学校開放等を通じて学校教育に関わることによ

り、障害者に対する理解を深めていくことができる。

学校においては、学校教育が担う重要な役割を認識

し、幼児、児童及び生徒の指導や保護者との連絡に携

わる教職員一人一人が、研修等を通じて、法の趣旨を

理解するとともに、障害に関する理解を深めることが

重要である。  

３ 高等教育段階  

障害のある学生の修学支援については、本項に記載の

内容のほか、文部科学省高等教育局長決定による「障害

のある学生の修学支援に関する検討会」において報告さ

れている各「まとめ」も参照しつつ対応することが望ま

しい。

(１) 合理的配慮に関する留意点

[略 ]

①～③ [略 ]

④ 教育方法等：情報保障、コミュニケーション上の

配慮を行うこと、また、試験、成績評価の実施にあ

たっては、教育目標や公平性を損なう評価基準の変

り、また、障害者からの働きかけによる建設的対話を通

じた相互理解が促進されるよう、障害者も含め、広く周

知・啓発を行うことが重要である」としている。  

この周知・啓発において学校教育が果たす役割は大き

く、例えば、障害者基本法第 1 6 条第３項にも規定され

ている障害のある幼児、児童及び生徒と障害のない幼

児、児童及び生徒の交流及び共同学習は、障害のない幼

児、児童及び生徒が障害のある幼児、児童及び生徒と特

別支援教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶

好の機会であり、同じ社会に生きる人間として、お互い

を正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていく

ことの大切さを学ぶ場である。また、障害のある幼児、

児童及び生徒の保護者、障害のない幼児、児童及び生徒

の保護者ともに、このような学校教育に関わることによ

り、障害者に対する理解を深めていくことができる。  

学校においては、学校教育が担う重要な役割を認識

し、幼児、児童及び生徒の指導や保護者との連絡に携わ

る教職員一人一人が、研修等を通じて、法の趣旨を理解

するとともに、障害に関する理解を深めることが重要で

ある。  

３ 高等教育段階

(１) 合理的配慮に関する留意点

[同左 ]

①～③ [同左 ]

④ 教育方法等：情報保障、コミュニケーション上の配

慮、公平な試験、成績評価などにおける配慮を行うこ

と。
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更や、合格基準を下げるなどの対応は行わないよう

留意しつつ、配慮を行うこと。  

⑤・⑥ [略 ]

(２) 合理的配慮の例

別紙１のほか、独立行政法人日本学生支援機構が作

成する「大学等における障害のある学生への支援・配

慮事例」や「教職員のための障害学生修学支援ガイ

ド」、「合理的配慮ハンドブック」等も参考とするこ

とが効果的である。

なお、これらに示されているもの以外は提供する必

要がないということではなく、一人一人の障害の状態

や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望まし

い。  

(３) 相談体制の整備に関する留意点

[略 ]

ア 担当部署の設置及び適切な人的配置

支援体制を整備するに当たり、必要に応じ、障害

のある学生の支援を専門に行う担当部署の設置及び

適切な人的配置（専門性のある専任教職員、コーデ

ィネーター、相談員、手話通訳等の専門技術を有す

る支援者等）を行うほか、学内（学生相談に関する

部署・施設、保健管理に関する部署・施設、学習支

援に関する部署・施設、障害に関する様々な専門性

を持つ教職員）との役割を明確にした上で、関係部

署・施設との連携を図る。  

なお、障害のある学生の所属学部や学科、担当教

職員により提供する支援の内容が著しく異なるなど

の状況が発生した場合は、学長及び障害のある学生

の支援を専門に行う担当部署等を中心に、これらの

事案の内容を十分に確認した上で、必要な調整を図

り、さらに再発防止のための措置を講じることが重

要である。  

⑤・⑥ [同左 ]

(２) 合理的配慮の具体例

別紙１のほか、独立行政法人日本学生支援機構が作成

する「大学等における障害のある学生への支援・配慮事

例」や「教職員のための障害学生修学支援ガイド」も参

考とすることが効果的である。  

なお、これらに示されているもの以外は提供する必要

がないということではなく、一人一人の障害の状態や教

育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。  

(３) 相談体制の整備に関する留意点

[同左 ]

ア 担当部署の設置及び適切な人的配置

支 援 体 制 を 整 備 す る に 当 た り 、 必 要 に 応 じ 、 障 害

の あ る 学 生 の 支 援 を 専 門 に 行 う 担 当 部 署 の 設 置 及 び

適 切 な 人 的 配 置 （ 専 門 性 の あ る 専 任 教 職 員 、 コ ー デ

ィ ネ ー タ ー 、 相 談 員 、 手 話 通 訳 等 の 専 門 技 術 を 有 す

る 支 援 者 等 ） を 行 う ほ か 、 学 内 （ 学 生 相 談 に 関 す る

部 署 ・ 施 設 、 保 健 管 理 に 関 す る 部 署 ・ 施 設 、 学 習 支

援 に 関 す る 部 署 ・ 施 設 、 障 害 に 関 す る 様 々 な 専 門 性

を 持 つ 教 職 員 ） と の 役 割 を 明 確 に し た 上 で 、 関 係 部

署・施設との連携を図る。  

な お 、 障 害 の あ る 学 生 の 所 属 学 部 や 学 科 、 担 当 教

職 員 に よ り 提 供 す る 支 援 の 内 容 が 著 し く 異 な る な ど

の 状 況 が 発 生 し た 場 合 は 、 学 長 及 び 障 害 の あ る 学 生

の 支 援 を 専 門 に 行 う 担 当 部 署 等 を 中 心 に 、 こ れ ら の

事 案 の 内 容 を 十 分 に 確 認 し た 上 で 、 必 要 な 調 整 を 図

り 、 さ ら に 再 発 防 止 の た め の 措 置 を 講 じ る こ と が 望

ましい。  
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加えて、障害のある学生と大学等との間で提供す

る合理的配慮の内容の決定が困難な場合、大学等

は、本人からの不服申立てを受理し、障害のある学

生への支援を行う部署や委員会等に対して、第三者

的視点から中立的な立場で調停ができる、紛争解決

のための調整を行う学内組織を整備することが望ま

しい。

これらの調整の結果、なお合意形成が難しい場合

は、大学等の設置者である学校法人等が、法的知見

を有する専門家等の助言を得るなどしつつ、法の趣

旨に即して適切に対応することが必要である。  

併せて、大学等は、学内の紛争解決のための学内

組織の存在に加えて、法に基づく紛争解決のための

学外の相談窓口の存在を障害のある学生に周知し、

必要に応じて連携を図ることが重要である。  

イ 外部資源の活用

障害は多岐にわたり、各大学等内の資源のみでは

十分な対応が困難な場合があることから、必要に応

じ、学外（地方公共団体、社会福祉法人、ＮＰＯ、

他の大学等、特別支援学校など）の教育資源の活用

や障害者関係団体、医療、福祉、労働関係機関等と

の連携についても検討する。  

ウ [略 ]

(４) 学生・教職員の理解促進・意識啓発を図るための配

慮

障害のある学生からの様々な相談は、必ずしも担当

部署に対して行われるとは限らず、障害のある学生の

身近にいる学生や教職員に対して行われることも多い

と考えられる。それらに適切に対応するためには、障

害により日常生活や学習場面において様々な困難が生

じることについて、周囲の学生や教職員が理解してい

ることが望ましく、その理解促進・意識啓発を図るこ

とが重要である。なお、情報の共有方法・共有内容等

ま た 、 障 害 の あ る 学 生 と 大 学 等 と の 間 で 提 供 す る

合 理 的 配 慮 の 内 容 の 決 定 が 困 難 な 場 合 は 、 第 三 者 的

視 点 に 立 ち 調 整 を 行 う 組 織 が 必 要 と な る た め 、 こ の

ような組織を学内に設置することが望ましい。

こ れ ら の 調 整 の 結 果 、 な お 合 意 形 成 が 難 し い 場 合

は 、 大 学 等 の 設 置 者 で あ る 学 校 法 人 等 が 、 法 的 知 見

を 有 す る 専 門 家 等 の 助 言 を 得 る な ど し つ つ 、 法 の 趣

旨に即して適切に対応することが必要である。  

イ 外部資源の活用

障害は多岐にわたり、各大学等内の資源のみでは十

分な対応が困難な場合があることから、必要に応じ、

学外（地方公共団体、ＮＰＯ、他の大学等、特別支援

学校など）の教育資源の活用や障害者関係団体、医

療、福祉、労働関係機関等との連携についても検討す

る。  

ウ [同左 ]

(４) 学生・教職員の理解促進・意識啓発を図るための配慮

障害のある学生からの様々な相談は、必ずしも担当部

署に対して行われるとは限らず、障害のある学生の身近

にいる学生や教職員に対して行われることも多いと考え

られる。それらに適切に対応するためには、障害により

日常生活や学習場面において様々な困難が生じることに

ついて、周囲の学生や教職員が理解していることが望ま

しく、その理解促進・意識啓発を図ることが重要であ

る。  
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については、合理的配慮の内容決定と同様に、障害の

ある学生本人との建設的対話による相互理解を通じて

決定する必要があることに留意する。  

(５) [略 ]

４ 社会教育・生涯学習

(１) 合理的配慮に関する留意点

障害の有無にかかわらず、交流する機会や共に学ぶ

機会を広く整備していくことが重要である。教育基本

法第３条では「生涯にわたって、あらゆる機会に、あ

らゆる場所において学習することができ、その成果を

適切に生かすことのできる社会の実現が図られなけれ

ばならない。」と規定されている。また同法第４条第

２項において、「国及び地方公共団体は、障害のある

者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられ

るよう、教育上必要な支援を講じなければならな

い。」と規定されており、社会教育施設等の担当者や

生涯学習における学習機会提供者においては、学習参

加者本人・家族等と可能な限りの合意形成を図った上

で、一人一人の障害の状態やニーズ等に応じた合理的

配慮を決定し、提供することが期待されている。  

「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する

有識者会議」の報告書では、以下に挙げるバリアが指

摘されている。  

① 学びの場における施設・設備面における環境のバ

リア

② 学習機会の提供主体等の「障害」に対する理解や

合理的配慮に関する知識の不十分さによる意識のバ

リア

③ 学びの場にたどり着くまでの情報や学習に参加し

た際の情報保障の不十分さによる情報のバリア

①については、公民館や図書館において個別に定め

ている設置や運営についての基準の中で、障害者の参

(５) [同左 ]

[４を加える。 ]
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加促進や円滑な利用に向けた施設整備に努めるものと

している。加えて②意識のバリア③情報のバリアに留

意し、社会教育施設等における既存事業において、合

理的配慮の準備があることを周知する等、段階を踏

み、継続して障害者が安心して学ぶことができる環境

を醸成することも必要である。障害があることで、自

由に学習機会を選択し、学ぶことが阻害されないよ

う、担当者や生涯学習提供者が、障害や合理的配慮へ

の理解を深め、参加のための情報提供段階から留意す

ることが望まれる。  

(２) 合理的配慮の例

別紙１に記載のある学習参加時の合理的配慮だけで

なく、潜在的ニーズのある障害者が社会教育施設等で

の学びの情報を取得し、選択するに当たっての障壁に

ついて、以下に挙げる配慮を提供することが望まし

い。  

○ 講座の広報に「車椅子来場可」、「補助犬同伴

可」等、アイコン等を用いてわかりやすく表示す

る。

○ 視覚障害者へのパンフレットやイベントチラシ

に、点字版を作成したり、アプリで読込みできる音

声コードを記載して郵送したりする。

○ 知的障害や発達障害のある参加者に向けたパンフ

レットや資料等にるびを振る。

スポーツ・文化芸術分野

スポーツ分野については、スポーツ基本法第２条第５項

において、「スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にス

ポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応

じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。」と規

スポーツ・文化芸術分野

スポーツ分野については、スポーツ基本法第２条第５項に

おいて、「スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポー

ツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要

な配慮をしつつ推進されなければならない。」と規定されて
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定されている。スポーツに関する施設及びサービス等を提

供する事業者においては、障害の有無にかかわらず誰もが

楽しく安全にスポーツに親しむことができる環境を整備

し、障害者がスポーツに参加する機会の拡充を図るとの基

本的な考え方を踏まえて対応することが適当である。  

文化芸術分野について、文化芸術基本法の前文は、「我

が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる

表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者

の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の

身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施

策を推進していくことが不可欠である」との理念を、障害

者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成 3 0 年法

律第 4 7 号）第３条は、「文化芸術を創造し、享受するこ

とが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民が

障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞し、これに参加

し、又はこれを創造することができるよう、障害者による

文化芸術活動を幅広く促進すること」等の基本理念をそれ

ぞれ掲げている。文化芸術分野の関係事業者においては、

これらの理念に基づき、障害の有無にかかわらず、誰もが

文化芸術活動に親しむことができるよう、適切に対応する

ことが重要である。  

[略 ]

いる。スポーツに関する施設及びサービス等を提供する事業

者においては、障害の有無にかかわらず誰もが楽しく安全に

スポーツに親しむことができる環境を整備し、障害者がスポ

ーツに参加する機会の拡充を図るとの基本的な考え方を踏ま

えて対応することが適当である。

文化芸術分野について、文化芸術振興基本法の前文は、

「我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を

行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国

民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的な

施策を推進していくことが不可欠である」との理念を掲げて

いる。文化芸術分野の事業者においては、この理念に基づ

き、障害の有無にかかわらず、誰もが文化芸術活動に親しむ

ことができるよう、適切に対応することが重要である。  

[同左 ]

備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法

律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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